
級別基準職務表（R2.4.1現在）

行政職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 473 10.8 学芸員 1 931 21.3 主事

技師　 121
主事 273
文化財保護主事 3
事務職員 75

2級 458 10.5 学芸員 1
技師 144
主事 303
文化財保護主事 5
事務職員 5

3級 1394 31.9 学芸員 5 1394 31.9 主任主事
学芸員（再任用） 2
戸籍主任主事 2
社会教育主事（再任用） 2
主任技師 281
主任技師（再任用） 102
主任主事 609
主任主事（再任用） 271
生活保護主任主事 1
税務主任主事 4
副主任（保育士） 74
副主任（保育士）（再任用） 12
文化財保護主任主事 9
主任事務職員 12
主任事務職員（再任用） 8

4級 1084 24.8 園長（主査級） 1 1084 24.8 主査
技術参事 135
技術参事（再任用） 2
係長 4
戸籍参事 4
参事 426
参事（再任用） 2
指導主事（主査級） 53
社会教育主事（主査級） 19
主査 318
主査（再任用） 1
主任保育士 40
主任保健師 16
所長（主査級） 2
生活保護参事 1
文化財保護参事 4
用地参事 1
技術主任 2
事務主任 53

5級 602 13.8 園長（主幹級） 18 602 13.8 主幹
課長（主幹級） 15
課長補佐 58
館長（主幹級） 4
館長（主幹級）（再任用） 1
館長補佐 2
技術主幹 126
技術主幹（再任用） 1
戸籍主幹 1
工事検査主幹 3
事務長（主幹級） 1
室長（主幹級） 30
室長補佐 1
主幹 292
主任指導主事 13
所長（主幹級） 9
所長補佐 6
場長（主幹級） 1
税務主幹 2
文化財保護主幹 3
保健福祉主幹 1
補佐 1
事務主幹 13

6級 255 5.9 園長（課長級） 1 255 5.9 課長
課長 109
館長（課長級） 1
教育審議員 10
教育審議員（再任用） 1
工事検査審議員 1
事務局長（課長級） 1
事務長（課長級） 2
室長（課長級） 1
所長（課長級） 28
審議員 13
審議員（再任用） 9
副園長 2
副課長 55
副事務局長 4
副室長 4
副所長 3
副所長（課長級） 10

7級 75 1.7 館長（部長級） 1 75 1.7 部長
事務局長（部長級） 4
次長 1
室長（部長級） 3
首席審議員 21
首席審議員（再任用） 1
所長（部長級） 10
場長（部長級） 1
部長 33

8級 26 0.6 会計管理者（局長級） 1 26 0.6 局長
危機管理監 1
教育次長（局長級） 2
局長 9
区長 5
事務局長（局長級） 1
所長（局長級） 1
総括審議員 4
理事 1
理事（再任用） 1

4367 100.0 4367 4367 100.0
注）熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条2項に規定する任期付職員含む

内訳 職制上の段階

定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定め
る職務

主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務

課長の職務及び人事委員会規則で定める職務

部長の職務及び人事委員会規則で定める職務

局長の職務及び人事委員会規則で定める職務

相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の
職務及び人事委員会規則で定める職務

主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務

主査の職務及び人事委員会規則で定める職務

合計職務
の級

職務

計



消防職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 消防士の職務 72 8.6 班員（消防） 72 494 59.0 班員
2級 消防士長、消防副士長の職務 160 19.1 班員（消防） 160
3級 262 31.3 班員（消防） 230

班員（消防）（再任用） 32
4級 消防司令補の職務 195 23.3 主任（司令補） 2 195 23.3 消防司令補

所長（主査級） 2
消防主任 191

5級 消防司令の職務 104 12.4 主幹 13 104 12.4 消防司令
主査 53
所長（主査級） 12
長代理（司令） 26

6級 32 3.8 課長 7 32 3.8 課長
課長（司令長） 11
副課長 8
副署長 6

7級 11 1.3 首席審議員 2 11 1.3 部長
署長（消防監） 6
部長 3

8級 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 2 0.2 局長 1 2 0.2 局長
総括審議員 1

838 100.0 838 838 100.0

医療職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 技師の職務 2 14.3 技師 2 4 28.6 技師
2級 (1)　主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 8 57.1 技師 2

(2)　主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 医療参事 5 5 35.7 主査
(3)　高度の知識、技術又は経験を必要とする技師の職務 医療主幹 1 1 7.1 主幹

3級 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 2 14.3 審議員 1 2 14.3 課長
副所長（課長級） 1

4級 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 2 14.3 所長（部長級） 2 2 14.3 部長
5級 局長の職務 0 0.0 0 0 0.0 局長

14 100.0 14 14 100.0

業務職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 定例的な業務を行う主事及び技師の職務 0 0.0 0 117 21.2 技師
2級 相当の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務 0 0.0 0
3級 117 21.2 学校主事（再任用） 23

技師（業務） 4
技師（業務）（再任用） 64
給食技師 4
給食技師（再任用） 20
主事（業務）（再任用） 2

4級 36 6.5 主任主事（守衛） 1 327 59.2 副主任
副主任 35

5級 (1)　作業長、業務長、守衛長及び主任の職務 399 72.3 主任主事（守衛） 10
副主任 281
作業長 24 108 19.6 主任
主任 83
守衛長 1

552 100.0 552 552 100.0

上下水道事業事務・技術職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 41 10.2 技師 32 83 20.6 主事

主事 9
2級 42 10.4 技師 34

主事 8
3級 主任主事及び主任技師の職務 140 34.8 主任技師 51 140 34.8 主任主事

主任技師（再任用） 43
主任主事 29
主任主事（再任用） 17

4級 主査、参事及び技術参事の職務 94 23.3 技術参事 39 94 23.3 主査
技術参事（再任用） 2
参事 28
主査 25

5級 64 15.9 課長補佐 6 64 15.9 主幹
技術主幹 27
室長（主幹級） 4
主幹 21
所長（主幹級） 5
所長補佐 1

6級 課長、所長及び副課長の職務 17 4.2 課長 11 17 4.2 課長
副課長 6

7級 部長及び首席審議員の職務 4 1.0 首席審議員 1 4 1.0 部長
部長 3

8級 総括審議員及び技監の職務 1 0.2 技監 1 1 0.2 局長
403 100.0 403 403 100.0

上下水道事業業務職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 定例的な業務を行う主事及び技師の職務 0 0.0 0 1 4.8 技師
2級 相当の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務 0 0.0 0
3級 高度の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務 1 4.8 技師（業務）（再任用） 1
4級 主任主事及び副主任の職務 1 4.8 副主任 1 13 61.9 副主任
5級 (1)　主任及び作業長の職務 19 90.4 副主任 12

作業長 2 7 33.3 主任
主任 5

21 100.0 21 21 100.0

内訳 職制上の段階

(2)　高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任主事及び副
主任の職務

計

職務
の級

職務

計

職務
の級

職務
合計

計

職務
の級

職務
内訳 職制上の段階

高度の技能又は経験を必要とする主事及び技師の職務

主任主事及び副主任の職務

(2)　高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任主事及び副
主任の職務

計

職制上の段階

内訳 職制上の段階

相当の知識・技術又は経験を必要とする業務を行う消防士長及び
消防副士長の職務

課長の職務及び人事委員会規則で定める職務

部長の職務及び人事委員会規則で定める職務

合計

計

職務
の級

職制上の段階

合計

職務
内訳

内訳

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師
の職務

所長、室長、課長補佐、所長補佐、主幹及び技術主幹の職務

合計

合計

職務
職務
の級



交通事業企業職職員給料表（一）

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 7 20.0 技師 5 8 22.9 主事

主事 2
2級 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師

の職務
1 2.9 主事 1

3級 主任主事及び主任技師の職務 11 31.4 主任技師 3 11 31.4 主任主事
主任主事 8

4級 主査、参事及び技術参事の職務 8 22.8 技術参事 2 8 22.8 主査
参事 1
主査 5

5級 所長、場長、課長補佐及び主幹の職務 5 14.3 課長補佐 2 5 14.3 主幹
主幹 1
所長（主幹級） 1
場長（主幹級） 1

6級 課長及び副課長の職務 2 5.7 課長 2 2 5.7 課長
7級 部長及び首席審議員の職務 1 2.9 次長 1 1 2.9 部長
8級 局長の職務 0 0.0 0 0 0.0 局長

35 100.0 35 35 100.0

交通事業企業職職員給料表（二）

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 定型的な業務を行う運転士、車掌及び技工の職務 0 0.0 0 17 29.3 運転士
2級 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転士、車掌及び技

工の職務
0 0.0 0

3級 22 37.9 運転士（再任用） 9
技工（技師） 1
技工（技師）（再任用） 2
監督（再任用） 5
監督 5 34 58.6 監督

4級 7 12.1 監督 3
主任技工 4

5級 (1)　副所長及び監督長の職務 29 50.0 監督 6
技工長 1
主査 1
主任運転士 5
主任技工 9
整備長 2 7 12.1 監督長
監督長 4
副所長（交通） 1

58 100.0 58 58 100.0
注）熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条2項に規定する任期付職員含む

病院事業行政職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 15 9.4 技師 13 37 23.2 主事

主事 2
2級 22 13.8 技師 18

主事 4
3級 48 30.0 主任技師 31 48 30.0 主任主事

主任技師（再任用） 2
主任主事 14
主任主事（再任用） 1

4級 44 27.5 参事 4 44 27.5 主査
主査 25
主任検査技師 5
主任作業療法士 1
主任放射線技師 1
主任薬剤師 4
主任理学療法士 1
主任臨床工学技士 3

5級 19 11.9 医療技術主幹 9 19 11.9 主幹
事務長（主幹級） 1
室長（主幹級） 4
主幹 4
副室長（主幹級） 1

6級 10 6.2 医療審議員 1 10 6.2 課長
課長 3
病院審議員 1
部長（課長級） 2
副課長 2
副事務局長 1

7級 部長、事務局長及び首席審議員の職務 2 1.2 事務局長（部長級） 2 2 1.2 部長
8級 局長の職務 0 0.0 0 0 0.0 局長

160 100.0 160 160 100.0

病院事業医療職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 医師又は歯科医師である技師の職務 20 22.2 技師 20 33 36.7 技師

2級 27 30.0 技師 13

医長 14 14 15.6 主幹

3級 (1)　科部長の職務
(2)　高度の知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科医師で
ある技師の職務

30 33.4 部長（課長級） 30 30 33.3 課長

4級 12 13.3 院長（部長級） 1 12 13.3 部長
首席診療部長 1
診療部長 7
副院長（部長級） 3

5級 院長の職務 1 1.1 院長（局長級） 1 1 1.1 局長
90 100.0 90 90 100.0

職制上の段階

計

(1)　診療部長、首席診療部長、副院長又は植木病院の院長の職
務
(2)　極めて高度の知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科
医師である技師の職務

(1)　医長の職務
(2)　相当高度の知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科医
師である技師の職務

主任主事及び主任技師の職務

主査、参事、技術参事、主任検査技師、主任作業療法士、主任放
射線技師、主任薬剤師、主任言語聴覚士、主任管理栄養士、主任
理学療法士、主任臨床工学技士及び主任視能訓練士の職務

主幹、技術主幹、医療技術主幹、室長、事務長及び副室長の職務

課長、副課長、副事務局長、医療審議員及び病院審議員の職務

計

職務
の級

職務
内訳

監督並びに高度の技能又は経験を必要とする運転士、車掌及び技
工の職務

相当の技能又は経験を必要とする監督並びに主任運転士、技工長
及び主任技工の職務

(2)　高度の技能又は経験を必要とする監督並びに主任運転士、技
工長及び主任技工の職務

職制上の段階

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師
の職務

職務
の級

職務
内訳

合計

職制上の段階

計

職務
の級

職務
内訳 職制上の段階

合計

合計

職務
の級

職務
内訳

計

合計



病院事業看護職員給料表

（人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 准看護師である技師の職務 0 0.0 0 115 24.3 技師

2級
(1)　看護師である技師の職務
(2)　相当の知識又は経験を有する准看護師である技師の職務

115 24.3 技師 115

3級 主任技師の職務 278 58.8 主任技師 275 278 58.8 主任技師
主任技師（再任用） 3

4級 56 11.8 看護師長（主査級） 5 56 11.8 主査
主任看護師 51

5級 相当の知識又は経験を有する看護師長の職務 17 3.6 看護師長（主幹級） 17 17 3.6 主幹
6級 副看護部長、医療審議員及び植木病院の看護部長の職務 6 1.3 医療審議員 1 6 1.3 課長

看護部長（課長級） 1
副看護部長 4

7級 看護部長の職務 1 0.2 看護部長 1 1 0.2 部長
473 100.0 473 473 100.0

教育職給料表（一）

 （人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 50 26.7 養護助教諭 1 50 26.7 講師

講師 38
実習助手 8

教員 3

2級 125 66.9 教諭 105 125 66.9 教諭
教諭（再任用） 8
養護教諭 5
教員 6
栄養教諭 1

特2級 市立特別支援学校の主幹教諭の職務及び人事委員会規則で定め
る職務

0 0.0 0 0 0.0 主幹教諭

3級 市立高等学校、市立特別支援学校及び市立総合ビジネス専門学
校の教頭の職務並びに人事委員会規則で定める職務

7 3.7 教頭 7 7 3.7 教頭

4級 市立高等学校、市立特別支援学校及び市立総合ビジネス専門学
校の校長の職務並びに人事委員会規則で定める職務

5 2.7 校長 5 5 2.7 校長

187 100.0 187 187 100.0

教育職給料表（二）

 （人） （％） 職名  （人）  （人） （％） 段階
1級 426 11.2 養護助教諭 25 426 11.2 講師

講師 401

2級 3075 80.6 教諭 2726 3075 80.6 教諭
教諭（再任用） 164
養護教諭 129
養護教諭（再任用） 5
栄養教諭 48
栄養教諭（再任用） 3

特2級 市立小学校及び市立中学校の主幹教諭の職務並びに人事委員会
規則で定める職務

24 0.6 主幹教諭 24 24 0.6 主幹教諭

3級 154 4.1 園長 6 154 4.1 教頭
教頭 148

134 3.5 校長 134 134 3.5 校長

3813 100.0 3813 3813 100.0

特定任期付職員給料表

 （人） （％） 職名  （人）
1号級 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業

務に従事する職務
0 0.0 0

2号級 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困
難な業務に従事する職務

0 0.0 0

3号級 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特
に困難な業務に従事する職務

2 66.7 審議員 2

4号級 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用
して特に困難な業務に従事する職務

0 0.0 0

5号級 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用
して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

1 33.3 首席審議員 1

6号級 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ
の知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する
職務

0 0.0 0

7号級 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ
の知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事
する職務

0 0.0 0

3 100.0 3計

市立幼稚園の園長の職務並びに市立小学校及び市立中学校の教
頭の職務並びに人事委員会規則で定める職務

計

市立幼稚園の教諭の職務並びに市立小学校及び市立中学校の教
諭、養護教諭及び栄養教諭の職務並びに人事委員会規則で定め
る職務

看護師長、主任看護師及び技術参事の職務

計

市立高等学校及び市立特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講
師及び実習助手の職務、市立総合ビジネス専門学校の教員(臨時
的に任用される者に限る。)の職務並びに人事委員会規則で定める
職務

市立小学校及び市立中学校の校長の職務並びに人事委員会規則
で定める職務

職務
の級

職務
内訳

市立高等学校及び市立特別支援学校の教諭及び養護教諭の職
務、市立総合ビジネス専門学校の教員(臨時的に任用される者を除
く。)の職務並びに人事委員会規則で定める職務

計

職務
の級

職務

合計

市立幼稚園の助教諭及び講師の職務並びに市立小学校及び市立
中学校の助教諭、養護助教諭及び講師の職務並びに人事委員会
規則で定める職務

合計

内訳

職務
の級

職務
内訳 職制上の段階

合計 職制上の段階

職務
の級

職務
内訳合計 職制上の段階

4級


